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要旨：わが国は，他国に例を見ない速さで「高齢化社会」から「高齢社会」へと推移した．こ

の間に高齢者の問題は社会的に関心と注目の的となり，さらには社会の不安定材料と認識され

るようになった．高齢者保健福祉の分野では，従来の寝たきりや痴呆の高齢者対策への偏重を

見直し，長くなった寿命の質として日常生活に介護を必要とせず，心身ともに自立した状態に

ある高齢者の生きがいや健康維持を支援する方向に転換されてきている．そこには，高齢者支

援に関わる専門職者の視点として高齢者を「老人」，「年寄り」の名の元に一括りに社会的弱者

として捉えるのではなく，身体的，精神的活動，社会的役割の個別性を踏まえたエンパワメン

ト（empowerment）の視点が必要となっている．

　本稿では，保健福祉に共通するエンパワメントを「対象者がもっ潜在・顕在する身体的，精

神的，社会的活動力を主体的自立的に発揮し，もって生活の質の向上を図ることができるよう

個人と社会資源（施策，制度，物的環境，マンパワー）が協働するプロセス」と捉え，高齢者

のパワーの構成要素を個人の身体的精神的（知的）活動力である「内的要素」と，個人を取り巻

き「内的要素」に影響を与える一般社会，地域，家族がもつ環境である「外的要素」とに分類し，

各々の要素がもつ，エンパワメントにおいて促進的に作用する側面と，阻害的に作用する側面

の関連性を明らかにすることをとおして，高齢者保健福祉の専門職者に求あられるエンパワメ

ントの視点について考察する．

Key　words：高齢者（the　aged），保健福祉（health　and　welfare），　エンパワメント

（empowerment），内的要素（an　internal　element），外的要素（an　external　element．）

1．はじめに

　わが国では，65歳以上の高齢者人口割合が，

1970（昭和45）年に7％を越え，その24年後

の1994（平成6）年には14％を凌駕するに至っ

た．他国に例を見ない速さで「高齢化社会」

から「高齢社会」へと推移したことになる．

この間に高齢者の問題は社会的に関心と注目

の的となり，さらには社会の不安定材料と認

識されるようになった．高齢者問題を捉える

際には，医療費高騰を懸念させる存在，介護

される対象，すなわち「寝たきり」や「痴呆」

といった社会的弱者として位置づける傾向が

伺える．

　高齢者の保健福祉は社会的弱者としての高

齢者を支援する手だてではなく，憲法第25条に

示される生存権的基本権と，老人福祉法1963

（昭和38）年および老人保健法1982（昭和57）
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年の目的に共通する，「心身の健康の保持増

進」及び「保健の向上」，「福祉の増進」を全て

の高齢者に保障するための実践である．この

ことに立ち返る布石として，次の二つを挙げ

ることができる．

　一っには，1980年代にWHOにおいてキッ

クブッシュ（Kicbusch，　K．）らが提唱した社

会科学的なヘルスプロモーション1）である．

従来の生物医学モデルに基づく傷病治療を中

心とする考え方から「疾病をもつ人々に焦点

を当てるのではなく，生活を営むすべての人々

の主体性にもとつく行動のあり方に目を向け

なければならない．」2）という新たな方向への

展開が図られてきた．このことから，保健福

祉の考え方は従来の疾病対策，要援護者対策

への偏重傾向から，長くなった寿命の質とし

て日常生活に介護を必要とせず，自分なりの

生活を維持できることを重視した健康支援に

力点をおく方向へと推移してきている．

　二っには，1998（平成10）年の「社会福祉基

礎構造改革（中間まとめ）」が示す方向である．

この改革の方向は，従来の供給主導型施策の

展開を見直し，サービスの受け手（以下「対

象者」という）主導型のソーシャルワークへ

の転換の必要性を示唆をしている3！これは，

対象者主導とはどのような実践によってなし

うるのか，そもそも対象者主導とはどのよう

なことなのかが，専門職者側に問われている

ことを示している．

　保健と福祉に共通する実践理念は，対象者

の自立性と主体性の具現化を図ることをとお

して生活の質の向上をめざすことであり，そこ

には個人が自らの考えや立場をもち，他から影

響されずに行動できる力を健全に発揮すること，

すなわちエンパワメント（empowerment）の

指向が求められる．しかし，エンパワメント

の定義は専門領域，研究者による相違があり，

また，高齢者支援に関わる方向は高齢者を社

会の主体と捉えるもの，すなわち高齢者の持

てる能力や存在そのものを社会が肯定的に捉

える考え方と，客体と捉えるもの，すなわち

否定的に捉える考え方とが混然としている．

また，老年社会学の分野で提唱される理論に

おいても高齢者と社会との関係性を論点とし

っっも相対峙する複数の考え方があるように，

高齢者の保健福祉におけるエンパワメントの

考え方には明確な合意形成を得たものがない

段階にある．

　本稿は，高齢者保健福祉に共通する「エン

パワメント指向に関わる潜在的・顕在的課題

および留意点」（以下「エンパワメントの視点」

という）を明確化することを目的とする．は

じめに，わが国の保健福祉におけるエンパワ

メントの概念に関わる解釈を文献から概観す

る．次に高齢者の持てる能力（以下「パワー」

という）にっいて，高齢者個人に由来するパ

ワーを「内的要素」，高齢者を取り巻く社会

環境に由来するパワーを「外的要素」とし，

それぞれの要素に存在するエンパワメントに

向けて促進的に作用する側面と阻害的に作用

する側面との関連性にっいて考察することを

とおして，保健福祉の実践領域において高齢

者の主体的自立生活の維持・促進を支援する

実践者に求められる高齢者のエンパワメント

の視点を明らかにしたい．

2．高齢者のエンパワメントの概念

　1）エンパワメントとは何か

　“Empowerment”を日本語表記する場合は

「エンパワメント」または「エンパワーメント」

の二者があるが，本稿では前者を用いること

とする．em－power－mentの英語の成り立ち

は，“em”は“en”の異形で名詞に付し「……

の中に入れる，……のうえに置く，かぶせる，

包む」の意や「……（の状態）にする，……

のようにする」の意の動詞をっくる接頭語で

あり，“power”は「力」，“ment”は結果，状

態動作，手段などを示す接尾語である．す

なわち，「内」と「力」の解釈が訳語の鍵にな

る．内なるもの，外なるものとは何か，誰の，
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どのような「力」をいうか，である．

　一般に，パワーということばには二者が何

らかの対立関係にあることを前提として論じら

れることが多いが，ロロ・メイ（Roro．　May，

1976）は，パワーを①搾取的，②操作的，③競

争的，④保護的，⑤統合的の5っに分類して

いる．①，②，④はすべて，二者の力関係が

平等でない場合で，③，⑤は平等な関係をさ

す．⑤の統合的なパワーとは，「平等な立場

にある者同士が両者の力をあわせることで，

より強くなることを目指して貢献しあうこと

に同意してできたもの」4）としている．二者

の力のバランスと二者間の力の方向性に着目

してパワーを広義に定義している．

　エンパワメントの定義にっいては，個人の

力に着目したものと，個人と他の条件との関

係性に着目したものとがある．

　保健領域では，森田は，「力をっけること，

と訳されていることは，個人の努力とがんば

りを要求するだけの言葉で終わってしまう点

が間違いである」「パワーには否定的パワー

と肯定的パワーの2種類があり，前者は暴力

的，抑圧，権力，支配，戦争，いじめ，虐待

などであり，後者は知識，経験，技術，自己

決定，選択の自由，援助，共感，信頼，愛，

権利意識，（自己尊重）である」5）と論じてい

る．個人の力は，社会，環境との関わりによっ

て規定されると捉え，社会，環境要因につい

ては個人に向けられる方向に主眼をおき論じ

ている．

　WHOが1980年代に提唱したヘルス・プロモー

ションの概念のなかで強調する方針の一っに

「能力の付与（enablingまたはempowerment）」6）

を挙げている．「人々が……できるようにす

る（enable）」は「権限や手段や能力を付与す

ること」を意味する．ヘルス・プロモーショ

ンでは，人々は，態度や意識や行動を行政や

専門家によって変えられる対象ではなく，自

ら決め自ら変えられるよう，そのための権限

や手段や能力を付与されるべき対象と考えら

れている．この考え方とアプローチが，エン

パワメントとして概念化され，アメリカを中

心に理論的に発展した．パワーについては，

「自分たちの生活に対し意志決定を行い統御

する能力のこと」7）と定義し，人々や組織

コミュニティがそれを獲得するプロセスをエ

ンパワメントとして位置づけている．能力に

っいては，資質やスキルや統御感のような個

人的心理的なものに限らず，自己決定できる

権限や機会，利用できる外的資源（物的，人

的）なども含めた捉え方にたっている．能力

付与の対象を「人々」と集団として捉え，専

門職の関わりによってではなく，あくまで対

象の主体的選択と変容を支援する過程に着目

している．

　セガル（Segal）らは，「エンパワメントは，

パワーレスな人々が自分たちの生活をコント

ロールし，自分たちが生活する範囲内での組

織的，社会的構造に影響を与えるプロセスで
ある」8）と捉えている．

　このように保健領域では，対象集団の人々

自らが健康や生活をコントロールできるよう

にするプロセスという捉え方では一致してい

るといえる．

　社会福祉領域におけるエンパワメントの定

義には次のような例がある．

　ジョン・フリードマン（J．Friedman，1995）

は「社会的に差別や搾取を受けたり，自らコ

ントロールしていく力を奪われた人々が，そ

のコントロールを取り戻すプロセス」として

一般に引用されるが，久木田は，これを「す

べての人間の潜在能力を信じ，その潜在能力

の発揮を可能にするような人間尊重の平等で

公正な社会を実現しようとする価値」9）と再

定義している．エンパワメントとは外から誰

かが力づける，というよりもむしろ人々がす

でにもっている力を十分に発揮できるような

社会をっくろうとすることそのものであると

いう考え方である．エンパワメントを人間を

取り巻く要因側に着目して捉える立場をとっ
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ている．

　久保は，「エンパワメントとは，社会的存

在であるクライエントが社会関係のなかで正

当な社会的役割を遂行し自己決定権を行使し

ていくべく，力（個人的，社会的，政治的，

経済的）を獲得することを目的とする援助実

践の過程であり，それは個人レベル，社会レ

ベルの変化をもたらすことになる．そして，

エンパワメント実践はワーカーとクライェン

トとの共同作業である．」lo）と定義している．

エンパワメントとは，対象者が不足している

あるいは，まだ携えていない力を獲得できる

よう援助者と対象者が共同することとし，そ

の援助過程が個人にとどまらず社会の変化を

もたらすという考え方である．また，対象者

の力の行使目的を包含した捉え方である．

　この他に，1995年に北京にて開催された第

4回世界女性会議で採択された「行動綱領」

においてはエンパワメントを「力をっける」

ということを意味する11）とみなしている．

　岩田は，「エンパワーメントとは，私が生

活の主人公として，自分で選択し，自己決定

し，生きていくことであるとともに，それを

通して以下のような力を強めることをいう．

第1は，自信や希望などの主体的に生きてい

く力である．第2は，社会生活能力である．

第3は，生活を管理していく力である．第4

は，社会の主人公になっていく力である．社

会を改善し，整備し，社会を作り変えていく

力と権限をもっことである．したがって，エ

ンパワーメントでは，してもらうのではなく

て，自分でする．自分なりに生活を営んでい

く過程が重視されるとともに，それによって

生活を営んでいく力をつけようとしている．」12）

とし，「パターナリズム」や「保護主義」とは

相反する考え方である点を明確に示している．

主体のあり方については社会から個人に向け

られる方向と，個人から社会に向けられる方

向の双方から捉えている．

　安梅は，「エンパワメントとは，元来，権

限・権利の獲得を意味したが，現在はすべて

の人の潜在能力と可能性を引き出し，質の高

い人生をおくることのできるよう，その個人

を力づけるという観点から，あらゆる社会資

源を再検討し条件整備していこうとするダイ

ナミックな考え方を意味する．」13）とし，個人

のパワーのための条件に主眼をおいたコンシュ

マー・ディレクティド・ケア（CDC）との関

連にっいて論じている．

　エンパワメントの概念にっいて谷口は，そ

の過程と目標を区分し次のように述べている．

「r過程』においては対象者・利用者と専門職

との相互関係，特に対象者・利用者が選択権

を有し，サービスを修正する機会をもち，そ

のためのに情報を獲得し，アドボケートする

ということが含まれ，さらに，幅広くサービ

スの改善に発現し，参画していくことも含ま

れる．『目標』の点では，人々が自身の人生や

生活の影響を及ぼすもの全般について，それ

に関する決定（これまで，こうした決定の多

く専門家あるいは官僚，政治家によってなさ

れてきた）をコントロールする能力を獲得し，

パワーの移行をすることであり，長期にわた

る過程である．」14）としている．また，「旧来

のソーシャルワークの専門家がエンパワリン

グよりも，むしろ，利用者をディスエンパワ

リング（パワーを剥奪）する役割を果たして

きた」という指摘にっいても言及し，それが

「クライエントの意向や能力を正当にくみ取

り，協同してケア計画を策定するといったア

プローチ（strength　approach）よりも，問

題点や能力の欠損状態を詳細に描き出し，ク

ライェントをさながら問題の集積のように把

握しサービスの対象化を行っている点や，ソー

シャルワーカーが利用者のエンパワメントを

図るということそのものが利用者のエンパワ

メントに向かう行為を浸食する作用をしてい

る」15）という矛盾をはらむ側面について論じ

ている．このような反省から，「エンパワメ

ントの実践は，イネーブルメント（ソーシャ
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ルワークで，クライエント自身が問題や弱点

を解決できるようにクライエントの力量を引

き出すこと），アドボカシー，コミュニティ

ワークと一体となり社会のなかで人々が直面

している矛盾に，共々に挑戦するために，人

間的な文化とコミュニティの創成を追求して

いくものである．」16）と述べている．

　このように，エンパワメントの解釈には専

門分野，研究者により相違はあるが，エパワ

メントの目的は，対象者がもっ潜在的・顕在

的適応能力，選択能力，自己決定能力などの

力の可能性が発揮されることによって自己実

現と幸福追求の権利の成就，ひいてはQOL

（生活の質）の向上が図られることである．

　そこで，本稿では，保健福祉に共通するエ

パワメントを「対象者がもっ潜在・顕在する

身体的，精神的，社会的活動力を主体的自立

的に発揮し，もって生活の質の向上を図るこ

とができるよう個人と社会資源（施策，制度，

物的環境マンパワー）が協働するプロセス」

と捉えることとする．

　2）日本の高齢者像にみる高齢者のパワー

　　（1）「老い」の意味と高齢者像

　一般的には，高齢となった人々を指す主な

用語に「高齢者」と「老人」があり，ライフ

サイクルにおける高齢の時期には「高齢期」

「老年期」がそれぞれ用いられる．その用途

には明確な使いわけがなされてはいないが，

次のような解釈が含まれることを確認してお

きたい．

　「高齢者」については，国際連合が1965年

に世界各国の人口高齢化を比較する際の規準

として「65歳以上」の年齢区分で示し，1982年

ウィーンでの高齢者問題世界会議にて，高齢

者人口割合が母集団人口の7％以上である場

合を「高齢化社会（Aiging　Society）」，14％

以上である場合を「高齢社会（Aiged　Society）」

と規定している．また，65～74歳を「前期高

齢期（young　old）」，75歳以上を「後期高齢

期（old　old）」，さらに後期高齢者のうち85

歳以上を「超高齢期（super　old）」と区分す

ることもある．このようなライフサイクルに

おける生物学的年齢区分を表す用語では，後

述する加齢現象から抱かれる「老い」にまっ

わるイメージは除外される．

　「老人」は，「若い世代に比べて，相対的に

は肉体的，精神的に何らかの部分で衰退が顕

著にみられる人．」17）と捉えられているように，

現象として生じている身体的，精神的変化を

外部から見て取り，「老衰」「老醜」などのマ

イナスイメージを伴い，老いておぞましい者

という排除のニュアンスを含んでいる．

　わが国の高齢者保健福祉関係法令における

高齢者を表す用語にっいては，平成14年12月

末現在の厚生労働省法令検索データベースに

よると，大正期以降に制定された法令のうち

「老人」を条文に使用している法は36件であ

り，そのうち23件（62．1％）は1980年以前の

制定であるが，他13件は前述の1982年の高齢

者問題世界会議での高齢社会に関わる用語が

規定された以降の制定である．「高齢者」を使

用している法は総数8件であり，そのうち5

件は1960年以前，3件は1980年以降の制定で

ある．「老年者」，「老齢者」を用いた法令はな

かった．法令の条文においては従来から「老

人」を用いる傾向があり，近年においてもそ

の傾向は変わらない状況にある（表1）．

表1　厚生労働省法令における高齢者に関わる用語
（単位　件）

～1950 1951～1960 1961～1970 1971～1980 1981～1990 1991～2000 2000～ 計

「老人」

u高齢者」

93 82

　5 　1
51

　6
22 36

@8

厚生労働省法令検索データベース（2002年12月末現在）
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　加齢に伴う身体的精神的変化が高齢期に際

立って認められる現象を表す「老い」がもっ

意味は，「愚かさ，醜さ，非生産性を意味す

ると同時に，英知，無垢，聖性，自由な遊び

といった属性を持つ．」のであり，外在する

老いの囲い込みおよび，内在する老いの二方

向から構築される負の面，敬老に象徴される

正の面とを伴っている18！また，「老年期」は

「喪失期」と捉えると，四つの失うもの，す

なわち①心身の健康の喪失，②経済的基盤の

喪失，③社会的っながりの喪失，④生きる目

的の喪失があり，年をとった人，年寄りに向

けられるあるいは年をとることに対して抱く

「老い」観は，四っの喪失が相互に重層的に

影響しあって根源的構造を形成している19）と

みることができる．

　「老い」そのものは個人に訪れるライフサ

イクル上の終末事象であることにとどまらず，

「老い」によって生ずる変化が社会的事象に

影響を及ぼすために高齢者問題として取り沙

汰される，つまり「老いが社会に影響をもた

らす」というとらえ方と，世間一般が高齢者

に抱く「老い」観が高齢者を社会の一隅に囲

い込む，すなわち「社会が老いに影響をもた

らす」という方向からの捉え方とがある．

　　②　高齢者のパワーの内的要素

　身体的機能における「老い」は，加齢現象

によってもたらされる生物としての宿命とも

いえる器質的変化，いわゆる「老化」である．

加齢現象は厳密には個体がもつ遺伝情報に従

い受精卵が発生を開始した時から始まってい

る．ヒトという生物としては未熟な段階で出

生した後は，年齢とともに成長を続け，個々

の外的環境に順応すべく内的環境は変化して

いく．細胞分裂による新陳代謝や傷っいた組

織の修復は無限に繰り返されるのではなく生

来の遺伝情報により規定され，またある種の

外的環境の影響から次第に衰え，やがて休止

し生体は死に至る．老化の定義は学者により

異なり一定したものはないが，一般的には次

のような特徴20）として理解されている．

①時間依存性（time　dependensy）；時間の

　　経過とともに起こる．

②普遍性（universality）；生あるものすべ

　　てに共通して起こり，遅速の差はあって

　　も，不可避のもので必ずおこってくる現

　　象である．

　③内在性（intrinsicality）；生体の内的因

　　子の関与によって招来される．

④有害性（deleteriouness）；成長期，成熟

　　期とは異なり，生体内に害をもたらす．

　⑤進行性（progressiveness）；通常はプロ

　　セスとして起こるものであり，不可逆性

　　である．

　これらの老化にみられる特徴は，いずれも

エンパワメントに向けては阻害的但1匝となる．

　高齢者の身体的加齢現象に伴う変化や障害

には，心肺機能機能の低下，筋力の低下，聴

力・視力低下，反応時間の延長などがあり，

これらの程度が進行すると日常生活において

活動のしにくさや，自覚症状に対する不安感

を生ずることとなる．

　外見上の変化としてみられる，白髪，雛，

色素沈着（シミ），動作緩慢，破行は，いず

れも「老化」に対するマイナスのイメージに

っながるものであり，一般に年齢を重ねるこ

とを忌み嫌う根拠でもある．そこには，若い

ことがよいこと，加齢現象による外見上の変

化は忌まわしく恥ずかしいこと，機能低下や

障害があるのは社会においては迷惑なことな

ど，「老い」を否定的に捉える価値観が存在す

ると考えられる．加齢現象が進み身体の老化

を自覚するとき，「老い」を否定的に捉える価

値観によって若い頃の自分とは違う老いた存

在として自らを区別し，人間関係や就労など

の社会的活動，日常の身体活動を消極化させ

るのである．活動の消極化は使えたであろう

身体的機能を発揮させないことによりさらな

る機能低下を生むことになる．

　ベルガー（Berger，1989）とピケティ（Hecheti，
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1989）は加齢と運動実践との複合した関係か

ら次のような悪循環の構図を説明している．

「加齢によって日常生活における身体全体を

動かす機会が減る．この運動量の減少は，身

体の脂肪分を増やし，筋肉を弱らせ，活力を

低下させる．そして，身体の活力の低下によっ

て，老いを感じ年齢にふさわしい行動をとる

ようになる．そして，不安がっのり，自信が

なくなる．このような社会的・心理的な加齢

はますます日常生活での運動量の減少に拍車

をかけ，心臓病，高血圧，各種の痛みといっ

たはっきりした身体の異常をもたらす．こう

して加齢現象が加速される．」21）（傍線筆者）

身体活力の変化が認識，情緒，自己効力感

（self－－efficacy），意欲に阻害的に作用し，社

会的・心理的加齢を生じさせ日常生活活動の

消極化にっながるという構図がみえる．

　しかし，器官・臓器の機能低下は身体内に

おいて一様に進行するのではなく，たとえば

下肢の筋力低下は他の部位よりも速く，視力，

聴力，皮膚の感覚機能，平行機能は他の機能

低下よりも低下が大きい22）ことから，薄暗

い場所や足場の悪い所での活動は高齢者には

向かないが，照度が保たれ，足下が安全であ

れば活動を制限する必要はなくなる．また，

「老い」を肯定的に捉える価値観として，身

体的加齢現象は生物には必然の変化であり，

若いときには若いときの良さがあるように，

高齢の時には高齢なりの良さがある，自らの

加齢現象による身体の変化とっきあいながら

が持ち合わせの身体能力を可能な限り活用し

ようとする考え方に沿うことによって，身体

的加齢現象がもつエンパワメントに向けての

阻害的側面を促進的方向に変換させることが

できると考える．

　宮下らは，体力を「力強さ」と「ねばり強さ」

とに大別し，高齢者が自立した生活を送るう

えで最も基本となる歩行能力を中心に，老化

と体力の問題を指摘し，運動習慣と健康（疾

病）との関連にっいて論じている23！高齢者

も日常生活において身体を鍛えるという特別

な身体活動を意識的に実施することで体力を

向上させ運動を遂行する能力を保持できる可

能性が残されていることであり，また，運動

を継続することにより生活習慣病を誘発する

因子の危険度を低下させる能力もあるという

ものである．加齢現象が進むがままに放置す

るのではなく，あるいは高齢者だからと諦め

るのではなく，適度の身体活動を継続させる

ことにより，運動能力を保持できる身体能力

が高齢者にはあるということであり，エンパ

ワメントの促進的側面の例として注目すべき

であると考える．

　精神的機能における「老い」については，

一般的な認識として人は，大脳皮質の発達は

20歳前後のピークを過ぎると加齢とともに脳

細胞の減少が進み，中年期，高齢期には大脳

が萎縮し脳室が拡大することから高次脳機能

の衰えとして，記憶力，なかでも記銘力の低

下を「物忘れ」として自覚し，前頭葉の感情

抑制機能の衰えのひとつとして「涙もろくな

る」ことを実感する．知能や精神的機能の加

齢に伴うこれらの変化は，状態や程度の個人

差こそあれ誰れにでも出現する可能性がある．

　また，人は時間的経過による年齢や加齢現

象による身体的変化とは無関係に「老い」を

意識する面を持ち合わせている．栗原が，

「〈老いる〉は，むしろ子どもや青年のとき

に宿り，生長を始める．（中略）虫や花や人の

死との出会いがあり，直線的に進行する時計

の時間と異なる時間を，からだの感覚で受け

入れる．（中略）〈老いる〉は，とりわけ青年

期のアイデンティティ（自己の存在証明，自

己同一性）の訪れと関係が深い．なぜなら，

アイデンティティは，過去の生活史を未来の

展望に結びつけ，生き方の原型を自分の身体

に見出す，全身心的な力動作用であり，その

生き方の原型は死に方の原型を含まないでは
いられないからである．」24）としているように，

たとえば10歳代の若者は，20歳を過ぎた人々
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をすでに年齢のかけ離れた存在と捉えっっ，

将来の自分に起こりうる事象を見出す．20歳

代の人々は10歳代の自分と現在の自分と比較

しては身体的加齢現象や社会的立場の変化を

自覚する．ことさら高齢者では，自らの加齢

現象による身体的衰退を否応なしに自覚せざ

るを得なくなることから精神的にも卑屈な面

が表出される．禅僧仙涯和尚の「老人六歌仙」

には，次のようなくだりがある．

　「聞きたがる，死にとはながる，淋しがる，

心はまがる，欲ふかくなる．くどくなる，気

短になる，ぐちになる，出しゃばりたがる，

世話やきたがる．またしても，同じ話に子を
誉める，達者自慢に，人はいやがる．」25）

　いわゆる「老化」が否定的なアイデンティ

ティを意味するために，「老い」を受容するこ

とは困難や苦痛を伴うものであり，これらは

高齢者の精神活動がもっエンパワメントに向

けての阻害的側面である．

　しかし，人は加齢現象により，身体の各機

能は低下するが精神機能だけは成長期を過ぎ

ても逆に上昇し続け，60歳代が頂点となると

されている．シェイエ（Schaie）によると，知能

のピークは中年後期から老年期初期（70歳代

半ば）においてみられ，横這い期間（plateau）

を経て漸次低下する26）としている．また，

ウェクスラー（Wechsler）らによって得られた

WAIS（Wechler　Adult　Intellingence　Scale）

知能尺度の結果によると，動作性尺度と言語

性尺度とでは加齢による変化のプロセスに明

らかな相違がみられる27！動作性知能は，ス

ポーッ場面や楽器を弾くとき車の運転などの

psycho－motor的側面のみられる知能とされ，

この種の知能は比較的早期にピークに達し，

20歳代半ばぐらいまで横這いが続くが，その

後急激に加齢変化を示し低下する．一方，言

語性知能は，言葉を操作したり，言葉で論理

思考をするようなときに働く知能であり，20

歳代半ばにピークに達し以降漸減カーブを描

くが，その低下速度は動作性知能ほど急では

ないことから，動作性知能よりも加齢の影響

は小さい28）といわれている．高齢期となっ

ても言語性知能が衰えないということは，文

芸に親しむことや対人関係をもっことをとお

して思考を巡らせたり，コミュミケーション

を展開できるということである．周囲からの

日常の言葉がけは，高齢者自身が自分に関心

が向けられていることを認知し，言語性知能

を活性化させ，言葉の意味に対する感情を相

手にフィードバックさせるせることにもっな

がるということである．「喜び」，「楽しみ」，

「心地よさ」などの快の感情を持つことによっ

て免疫力を高める生理的機能は高齢期まで備

えていることから，快の感情にっながる文言

は言語性知能を刺激するこにとどまらず免疫

力を活性化させる効果も期待できるといえる．

　このほかに高齢者は永年にわたる人生経験

のなかで培った洞察力，判断力から優れた処

世術等を携えた精神活動を営んでいる．高齢

期を迎えるまでに個々の家庭環境，社会的環

境，経済的環境のなかで苦楽や成功・失敗の

経験の積み重ねによって得た個別の信念や，

数多くの人間関係や社会活動から培った価値

観は，時には一般社会の人々の生き方や考え

方との間に軋礫を生ずることもあるが，高齢

者自身を支えるよりどころとなっていると考

えられる．時には，自己の身体的機能の衰え

を冷静に受け止め，無理をせず生きる方策を

考えることもできよう．これらは高齢者の精

神的機能がもつエンパワメントに向けての促

進的側面と捉えることができる．

　当然のことながら身体的機能と精神的機能

は相互作用をもちながら生体の生命を維持し

ている．したがって，いずれかの機能の衰え

は他方の機能の衰退をもたらすこともあり，

また反対にいずれかの機能の維持・向上が他

方の機能を賦活化させることも可能である．

このように両機能の相互作用は，エンパワメ

ントに向けての促進的側面と阻害的側面の両

面を持ち合わせているのであり，次に述べる
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外的要素と内的要素の両機能がもっ促進面と

阻害面にどのように作用するかがエンパワメ

ントの鍵となると考える．

　　（3｝高齢者のパワーの外的要素

　「老い」の社会的側面は社会における老人，

あるいは社会関係における老人，すなわち，

社会的存在としての老人像に表出している．

社会関係における老人の位置づけには，社会

の客体および社会の主体という二とおりの側

面があり，副田は「『社会の客体としての老

年とは，社会から働きかけられっっ生きる老

年』であり，『社会の主体としての老年とは社

会に働きかけっっ生きる老年』である．」29）と

している．

　ここでは，現在の地域社会や家族関係にお

ける高齢者の捉え方に影響をもたらす一般社

会に存在する「老い」の価値観や従来からの

考え方を揚げることとする．

　　i）老人像の変遷

　日本人の意識のなかで歴史的に形成された

社会的存在としての老人像のなかの「社会の

客体としての老人」「社会から働きかけられ

っっ生きる老人」はいかなるものであったろ

うか．人類史的にみれば，老人の社会的位置

づけの習俗・習律は時代と文化の変遷に伴い

さまざまなかたちに推移してきた30）が，本稿

では現代社会になおも影を残す棄老の老人観

と優老の老人観にっいてふれることとする．

　　（i）棄老の老人観

　中世から昭和初期にかけて，飢饅と凶作に

見舞われた地域の共同体存続のために60歳を

越えた人々が人里離れた奥の地に棄てられた

歴史がある．「姥捨山」という地名や，岩手県

遠野地方の「デンデラ野」に纏わる実話をも

とに著した民俗学者柳田国男の『遠野物語拾

遺』にその例をみることができる．デンデラ

野は，老年期を迎えた人々が生きながらにし

て住処とする墓場あるいは，現世にあるあの

世とでも言うべき住処とされていた．村の働

き手としての役割を果たすことが困難となっ

た老人は，家族のなかの一老人としてではな

く，村存続のための決めごとである棄老の閾

にはいるや，村の一員としての任を遂行する

のである．限りある食糧を働き手優先に配分

するためには，「口減らし」をせざるをえなかっ

た．そこには，帰属集団の安寧秩序のために

集団への貢献度の低い者あるいは，集団に負

担となる者に対する排除の強要が暗黙のうち

になされていたと考えられる．

　従来の老人福祉入所施設には「嬢捨山」的

なイメージを一般社会がもっていたために，

入所者の家族は入所者本人のみならず地域社

会や親族に対する気兼ねを負っていた．現在

に至ってもそのイメージが完全に払拭された

わけではない．棄老の老人観は，高齢者のエ

ンパワメントへは阻害的な作用をもたらすと

いえる．

　　㈲　優老の老人観

　優老の老人観として，隠居（隠老）の概念

と敬老思想にっいてふれることとする．

　隠居（隠老）の概念は中世に中国から儒教

に基づいて伝来し「家」の概念を前提にしっ

っ，戸主の概念と一対になって使用された，

納税，賦役従事を通じての国家統制に絡む概

念である．穂積陳重は『隠居制度』のなかで

「老衰者が社会生活の裏面に退隠し，子弟の

扶養を受けて晩年を終わる習俗」であるとし

ている3i！隠居の概念における老年像の基本

的特徴は，①老化により心身の諸能力が衰え

ている．②社会生活の主要な諸活動から引退

している．③親族によって扶養されている．

④敬愛の対象であり，その感情の原型は親に

対する子どもの敬愛である．⑤経験や慣習に

関する知識の多さで敬愛されている32！

　明治時代の旧民法のもとでは家父長制が明

文化され，親に対する「孝」と天皇に対する

「忠」の精神に基づいて，家制度が絶対視さ

れるようになった．「家」という枠組のなかで

老人は祖先を守る役割や家を守り育ててきた

人として，あるいは，家風や親族の規範の伝
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達者として，家の中に位置づけられていた．

子は老親を扶養する義務を負い，その順位も

定められている家制度の枠のなかで形の上で

は優老の精神を実践していったと考えられる．

「仏教や儒教の教えの影響を受けながらも，

法的規制や家制度という因習にとらわれなが

らの優老であった」33！との見方もある．家

制度は新民法のもとで家父長制度とともに解

体し，隠居の概念は希薄化した．しかし，

「隠居は生理的老化にもとつくものであるか

ぎり，進化した人間社会には普遍的に存在す

る．社会にとっては道義的義務，老人にとっ

ては道義的要求である．」34）との主張もある．

　敬老思想の形成は，未開社会における身分

秩序原理としての老年の尊重にその原型をみ

るものであり，日本では儒教思想によって再

編成されたのは徳川期のことである．

　優老の老人観がもっエンパワメントの促進

的側面は，年長者や老人は，ただ年長者や老

人であることに対し無条件に尊敬の対象とさ

れることである．しかしこの敬老思想の本質

は，年長のみを理由とした尊敬であり，建て

前的性格をもっと考えられ，儒教思想が希薄

化した現代社会では促進的な働きは縮小して

いるといえる．

　家族関係にみる優老の老人観は，多様化す

る現代の家族の実態（後述）においては，高

齢者は家族に包含されることが当然とされる

従来の家意識が必ずしも高齢者のエンパワメ

ントに向けての促進的側面として作用せず，

むしろ個々の家族，家族員の考え方を重視す

る傾向にあるなかでは，阻害的側面をもっと

考える．子どもが老親を扶養することや，同

居するという形式的な家族の関係性に着目す

るのではなく，高齢者とその家族が共にエン

パワメントを促進できる方向に気づき，行動

できることが，現代家族には求められる．

　　li）現代社会と老いの形成

　「社会の客体としての老人」は現代社会で

はどのように処遇されてきたであろうか．現

代社会は戦後の日本型産業社会の形成に象徴

されるといっても過言ではない．その日本型

産業社会を支えてきた意識には二つの現象が

ある．一っは，生産的なもの，中心的なもの，

新しいもの・進歩的なものを「若さ」の価値

に結びっけ，いま一つは，それらと相反する

非生産的なもの，非中心的なもの，古いもの・

退行するものを，「老い」に結びっけることで

ある．この現象は生活における快適さ，便利

さ，豊かさへの志向を助長し，一度得たもの

は失いたくないという私生活防衛意識」35）と

結びっいてさらなる，生活の向上，合理化を

求める意識を，さらには生産力増大を優先す

る価値観を生んだ．高度産業社会は，「若さ」

の価値を支持し「老い」を隔離し，制度化し，

排除する機能をもっこととなった36！

　生活の場や空間などの物理的環境において

も，産業社会を支えるうえでの合理性が優先

され，道路交通網の整備，住宅構造，店舗密

度，商品志向等が，若者向けに照準が据えら

れている．高齢者にとって，都合がよく安心

して日常生活を送ることができるための利便

性は優先的に図られてはいない．

　「老い」を社会が捉え「老い観」を構築する

過程には次の3つの過程が考えられる．第1

は，個人を取り巻く外界からの老いを貼り付

ける過程である．外からの眼差しによってあ

らゆる加齢現象の中から選択された僅かな部

分を根拠として「老い」のラベルを貼り付け，

老いた存在として区別する過程である．たと

えば白髪，皮膚のしわやしみ，運動機能の低

下を見て取り，「おじいさん」，「おばあさん」

と呼びかける，あるいは「もう年齢だから」，

「まだまだお若いです」という日常会話など

がこれに該当する．栗原は，この過程を「ヴァ

ネラビリティ（攻撃誘発性付与）」37）と捉え，

加齢現象は社会からは排除される属性の象徴

として写し出されるとみている．

　第2は，「老い」の社会的客体化は次のよう

な場面においてみることができる．
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　①高齢者が農山漁村の過疎地域に取り残さ

れている．産業を中核とする経済活動，設備

投資が大都市圏とその近郊に集中したことに

より，労働力の中心となる若い人々が都市圏

へ移動し，農産漁村地帯は過疎化と高齢化が

進行した．このことから核家族化が進み，家

族機能のなかでの老親扶養は困難になっていっ

た．

　②加齢とともに高齢者の職業能力は低下す

る．テクノロジーの発達，精密機器生産のOA

化・システム化，大量生産方式の普及，産業

経済組織の巨大化と系列化は，長年の熟練を

要する労働や職人的な技術や勘，知識を脇に

追いやる結果を生んだ．大企業の下請けとな

る中小零細事業所，農林漁業の担い手の多く

は高齢者が占めている．年功が評価される少

数のエリート経営者を除き，一般に，高年者

の労働の場における位置は高齢者であること

を理由に脇に追いやられるのである．

　③定年制の普及が老いの制度的な区別と排

除を現実のものとしている．定年制は大企業

はもとより，中小企業にまでゆきわたり60歳

以上，あるいは65歳以上を老年期として制度

的に分割するうえで一律定年の果たしてきた

役割は大きい．定年は，所属組織からの物理

的離脱にとどまらず，アイデンティティの深

淵に及ぶ危機をもたらすことが懸念される．

定年後は，それまで所属していた組織内での

人間関係や役割に代わるものがなければ，老

いて役に立たなくなった存在として扱われる

こととなる．新たに居住地域などを基盤とす

るインフォーマルな人間関係の再構築が必要

となる．第一次産業従事者，自営業者では，

定年が明確ではないため体力，意欲が続く限

り現役で働く例が多く，また，居住地域での

人間関係が継続される．

　④高齢者は，一部の企業家を除いて，定年

退職とともに収入は減少し，定年以降の経済

的な暮らし向きに不安を抱えることとなる．

　⑤高齢者は，若年層中心の消費生活の枠組

みから除外されつつも，経済市場にあっては

新たな消費者としてターゲットに組み込まれ

ている．1980年の「シルバーマーケット」，1981

年にJRの「フルムーン」，電通の「熟年」，1985

年に厚生省が公募し採用した「実年」等々の

命名は，中高年齢層を消費者として再編成し

ていく，いわば“お膳立て”の役割をなした

とみることができよう．

　⑥「老い」の社会的構築の第3の過程は，

以上の高齢者を取り巻く重層的な区別化およ

び，客体化された老いが，高齢者個々人の主

観的意識に内面化され，老いの排除の作用が

高齢者自身の自己無用感を引き起こすことと

考えられる．

　　血）高齢者の社会的機能

　老いが内面化すると，外から強いられたも

のであった老いを自分の身体や知的活動に生

じた加齢現象に上乗せして能動的に老いるこ

とが増幅されると考えられる．

　老いの自覚は，本人の老いの自覚という内

的要素のみならず，本人が生きてきた歴史，

社会，地域，家族がもっ老いとの対応環境と

いう外的要素により強く規定されている．内

的要素から形成された老いの意味は，その時

代や社会が老人をどのようにみるかという外

的要素によって変容する側面を持っといえる．

老いた姿で生きていく社会の文化的背景，価

値観や人間関係のありよう，政治や経済の動

き等，さまざまな外的要素は老いの意味に規

範を加えていくのである．

　荒井は自らが行った「老性自覚」と「社会

的関連」の調査結果から，周囲の者より老人

扱いされている人ほど，老性自覚を有してい

ること，精神的老性体験の契機は，公職より

の引退，配偶者との死別，愛児の成長，祖父

母の呼称など社会との関連において現れるこ

とを指摘し，社会的要因によって，「老い」を

自覚させられる38）と論じている．

　高齢者に関する社会通念については，「何

歳から高齢者（老人）ととらえるか」という
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意識にっいて1997（平成9）年に総務庁が行っ

た調査39）によると40～59歳では，「70歳以上

を高齢者と思う」が最も多く過半数を占めて

いる．1993（平成5）年に総理府が行った調

査と比較すると「65歳以上」，「70歳以上」が

減って，「75歳以上」の割合が増え高齢者と認

識する年齢が高くなっていることがわかる．

1997年の調査の60歳以上の者では40～59歳の

者よりも更に高い年齢層を高齢者と捉えてい

る．

　老後生活はいっから始まるかという老後意

識の国際比較（総務庁「老人の生活と意識国

際調査」昭和62年3月）40）においても老後意

識は国によって相違があり，老いの自覚が社

会的・文化的要因によって影響されることを

示している．

　3）社会の主体としての老人像

　「社会の主体としての老人」，「社会に働き

かけっっ生きる老人」としての老人像は，社

会における高齢者の役割，社会参加の現状に

反映されている．1982年，ウィーンでの国連・

高齢者問題世界会議で採択された「高齢者問

題国際行動計画」のなかには，高齢者にっい

て次のような一文が付されている．「人類は

長い児童期と長い老年期をその特徴とする．

このことが，歴史を通じて，年長者が若年者

を教育し，価値を伝達することを可能として

きた．そして，この役割が人類の生存と進歩

をもたらした．高齢者が，家庭，近隣，社会

生活のあらゆる形態において存在することは，

なお人間に関するかけがえのない教訓を与え

る．高齢者はその生によるのみならず，正に

その死によって我々すべてに教訓を与える．

生存者は，悲しみを通して，死者がその労働

の結実，後に残した作品や制度，その言葉と

行為への思い出によって人類社会に参加しっ

づけていることを理解するようになる．」41）

これは，高齢者が担う社会的役割について述

べたものである．

　大場は，高齢者の社会参加の機会にっいて

「就労型（高齢者無料職業紹介所やシルバー

人材センター等の機会を活用した社会参加促

進サービス）」，「社会奉仕型（ボランティア活

動として，友愛訪問，地域美化，伝承活動，

施設ボランティア等）」，「自己開発型（生涯教

育，生涯教育）」に分類し，高年齢になるほ

ど地域や社会のための活動頻度が高いと論じ

ている，2！これはわが国の高齢者の就労意欲

就業率が諸外国と比較して高いことと関係が

あると考えられる．ILO（国際労働機関）の

調査43）などによると，50歳以上55～59歳，

60～64歳，65以上のいずれにおいても他の先

進国との差は顕著であり，特に65以上では著

しい．高年齢となって退職した後も何らかの

就労を継続しているためと考えられる．高齢

者が就労意欲をもって，実際に就業すること

により高齢者の自己実現は図られ，満足感や，

生きがいを得ることが高齢者の社会的機能を

高めることに繋がると考えられる．さらに，

高齢者が自主的な選択のもとになんらかの役

割をもっことや社会に参加することをとおし

て，高齢者自身が必要な条件整備を求めるな

どの社会への働きかけるが促進されると考え

られる．

　4）老人福祉法にみる高齢者像

　1963（昭和38）年7月に制定された老人福

祉法は1990年に大幅な改正が行われた．その

中で，制定後の社会的な変化，高齢者に対する

考え方の変化をふまえて，高齢者福祉の基本

理念についても新たな考え方が盛り込まれた44）

とされる．

　第2条では「老人憲章」とでも称すべき，

老人福祉の理念を総括的に規定し，第3条で

は，主に老人の健康の保持と社会活動面にっ

いて老人自身への要請と国民，国，地方公共

団体に対する要請とを示している．高齢者の

存在は社会進展に寄与したことと，豊富な知

識と経験があることに対して尊敬される，と
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している点は，障害者基本法，児童福祉法等

にはみられない「対象規定」である．この対

象規定については，戦中戦後の長きにわたり

努力してきた老人に対する敬老思想に基づく

感謝と尊敬を表す条文であるが，老人はもは

や社会的役割を失った存在であるという表現

でもある4S！との解釈もある．

　しかし，第3条に「社会的活動に参加」と

いう考え方が新たに盛り込まれた点にっいて

は，1999年の国際高齢者年において，「高齢

者のための国連原則」を押し進め，政策や計

画・活動を具体化することを目的とし「すべ

ての世代のための社会を目指して」（twords　a

society　for　all　ages）というテーマを受け

たもの46）であるといわれている．高齢者は，

社会の一員として社会への貢献をもたらす

「社会活動」に限らず，社会において個人の

持てる知識と経験を活用することにより自己

実現を図ることも含めた社会との関わりを重

視した考え方であると捉えることができる．

3．高齢者支援に関する理論

　高齢者が心身の変化や新しい社会環境の推

移に適応して，豊かな高齢期を安寧のもとに

過ごすこと（successful　aging）ができるこ

とをめざして，社会心理学や老年社会学等の

立場からさまざまな理論が示されてきた4亘

その代表的な4つの理論についてエンパワメ

ントへの促進的側面と阻害的側面との関係を

まとめることとする（表2）．

　第1は，カミングとヘンリー（Cumming＆

Henry）ならびにハヴィガースト（Havighurst）

の「活動理論（active　theory）」である．成人

期にあたる18歳から65歳までは，職業などを

通じて社会的役割を担い，交友関係が成立し，

自己の能力を発揮する機会に恵まれている．

高齢期に入り第一線を退いた後にもさまざま

な活動を行うことによって，失われた成人期

での職業活動の埋め合わせをする．新たな交

友関係を獲得したり，社会的役割をもったり

して，引退する前の活動レベルを取り戻すこ

とで，高齢期の生活に適応するというもので

ある．高齢になっても社会生活を継続してい

くものであるという考え方であり，エンパワ

メントを促進させる理論である．

　第2は，ノイガートン（Neugarten）らの

「離脱理論（disengagement　theory）」である．

高齢期に入り，第一線から引退すると，社会

的活動が低下し，交友関係が減少する．世代

交代のうえで避けられない過程であるととら

える．自らの人生を職業生活や人間関係だけ

に結びっけず，高齢期は個人的な目標達成の

ために費やす時間であると位置づける．この

理論では，社会参加の機会が少なくとも幸福

感は高いことになるが，人は高齢期には社会

生活から離れていくものであるという考え方

でもあり，高齢者を価値のないもの，高齢者

蔑視，高齢者に冷淡な施策を講ずることとな

る．

　この両理論は，長期にわたり論争を続けて

きたが，共通する批判は，これらの理論が当

てはまるのは一部の高齢者であり，すべての

ケースに当てはまるものではないというもの

である．高齢者のなかには静かに余生を送り

たいと思う人々もいれば，いつまでも社会の

なかで活動したいとする人々もいるであろう．

　これらの反省から第3の理論として「継続

理論（continuity　theory）」が誕生した．ア

イチェリー（Aycheley）は高齢期の役割喪失

である定年退職者の社会化に関する研究にお

いて，退職者は，「果たすべき新しい役割を

探し出すことよりも，むしろ，これまで彼が

既に果たしてきた役割に費やす時間を増すこ

とによって，定年に対処しようとする」とし

ている．継続理論はその結果としての活動量

ではなく，適応形態の選択において，パーソ

ナリティの果たす役割に重点をおくところが，

先の両理論との相違である．しかし，継続理

論に対しても，高齢期に観察されるライフス

タイルは高齢期以前に構築されるものである

一109一



上條：高齢者保健福祉におけるエンパワメントの視点に関する考察

表2　高齢者支援に関する理論のエンパワメントへの促進的側面と阻害的側面

活動理論
iactive　theory）

離脱理論
idisengagement
狽??盾窒凵j

　継続理論
icontinuity　theory）

　社会的衰弱理論
igrows　weak　socially
狽??盾窒凵j

研究者・提唱者 カミングとヘンリー ノイガートン アイチェリー クーパーとベングストン

（Cumming＆Henry） （Neugarten）ら （Aycheley） （Kuypers＆

ハヴィガースト Bengston）

（Havighurst）

高齢者・高齢期 ・引退後さまざまな活 ・引退すると，社会的 ・退職者は，果たすべ ・高齢化が進む過程は

に対する捉え方 動を行うことによって， 活動が低下し，交友関 き新しい役割を探し出 貧困な自己イメージ，

失われた成人期での職 係が減少する．世代交 すことよりも，むしろ， 他者や社会からの否定
業活動の埋め合わせを 代のうえで避けられな これまで彼が既に果た 的なフィードバック，
する． い過程であるととらえ してきた役割に費やす 外界に対処する技能の

・新たな交友関係を獲 る． 時間を増すことによっ 欠如などの心理的機能
得したり，社会的役割 ・高齢期は個人的な目 て，定年に対処しよう によるものであり，こ
をもったりして，引退 標達成のために費やす とする． うした社会的衰弱化へ
する前の活動レベルを 時間である． ・活動量ではなく，適 の流れを逆転すること

取り戻すことで，高齢 ・高齢期には社会生活 応形態の選択において， によって高齢化の進行
期の生活に適応する． から離れていくもので パーソナリティの果た はくい止められる．

・高齢になっても社会 ある． す役割がある． ・社会的活動に積極的
生活を継続していくも ・高齢者は価値のない に参加することによっ
の． もの． て「自分が社会の一員

として周囲の人たちに

受け入れられている」

という実感をもったと

き，社会的な衰弱化に

歯止めがかかる．

エンパワメント ・引退後も活発に活動 ・社会への参加度が低 ・新たな役割に固執す ・個人の前向きな生き

への促進的側面 することを望む人は， くても幸福感は高くな ることなく，既に担っ 方が認められる．

条件整備により自己実 る． てきた役割の踏襲であ ・社会との接点を持っ
現がはかれる． ・自らの人生を職業生 り，ストレスの少ない ことに積極的になれる．

・外的要素としての環 活や人間関係だけに結 外的要素である．

境作りが必要である． びつけず，多様な価値

観をもっ外的要素であ
る．

エンパワメント ・内的要素に阻害的側 ・高齢者蔑視，高齢者 ・個人の努力に任せる ・老化に対する否定的
への阻害的側面 面を持っ人や，余生を に冷淡な外的要素とな 傾向となる． 価値観が先行する．

静かに過ごすことを望 る． ・新たな役割を求める ・社会活動を行うこと

む人は，引退後も活動 ・個人が目標を達成さ 人にとっては外的要素 を個人の努力とし，外
的で生産的であること せる努力をすることに である環境整備は消極 的要素としての条件整
が期待されることはプ なる．社会の条件条件 的である． 備や社会の価値観の改
レッシャーとなる． 整備は消極的になる． 善につながらない．

・生産的ではない人に ・活動を志向する人に

対する偏見を生まない 対しては「年寄りの冷
ことが求あられる． 水」と評する傾向とな

る．

のかという批判48）もなされている．

　このほかに，クーパーとベングストン（Kuypers

＆Bengston）が1973年に論じた「社会的衰

弱理論（grows　weak　socially　theory）」で

は，高齢化が進む過程は貧困な自己イメージ，

他者や社会からの否定的なフィードバック，

外界に対処する技能の欠如などの心理的機能

によるものであり，こうした社会的衰弱化へ

の流れを逆転することによって高齢化の進行

はくい止められるというものである49：高齢

者が新聞を読んだり，テレビのニュースなど

を視聴することをとおして社会の新しい動き

を理解し，さらに社会的活動に積極的に参加

することによって「自分が社会の一員として

周囲の人たちに受け入れられている」という

実感をもったとき，社会的な衰弱化に歯止め
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がかかるといえる．

　高齢者が住み慣れた地域で自分らしい人生

を送るという，現在の高齢者に対する支援の

考え方では，離脱理論の考え方は否定され，

高齢者が当たり前の生活を送るというノーマ

ライゼーションの考え方や社会的に統合して

いくという考え方に転換されてきている．こ

のような考え方は，比較的元気な高齢者に限っ

たことではなく，疾病による後遺症や痴呆な

どの障害をもった高齢者の場合にも重要であ

る．わが国の寝たきり老人の特徴は，寝かせ

きりによる心身の廃用性症候群が主症状であ

ることから，高齢者をケアする場合において

も安静を基本に置く考え方から，個人の生活

状況に即した「生活リハビリ」の発想にみる

ように，残存能力を活用し，あるいは引き出

しっっ自立支援するという考え方に変わって

きた．また，高齢者ケアの考え方が，痴呆性

の高齢者のグループホームの例に見るように

施設中心から，地域ケアをベースにしたもの

へと転換されてきた動向にもみられる．

　わが国の高齢社会の進行はあまりにめまぐ

るしく，保健福祉関係法制度の整備，高齢者

への支援のシステム化，実践活動の変化は激

しいものがある．高齢者保健福祉活動は，高

齢者自身の自主性，主体性を向上させること

を目指す実践であり，法制度や理論のみが先

行することに終始してはならない．高齢者支

援をすすめるうえでは，高齢者個々人の価値

観やライフスタイルに沿った高齢者の主体性

を具体的に支援する方向としてエンパワメン

トの視点に基づく支援が重要である．

4．高齢者保健福祉におけるエンパワメ

　ントの課題

　高齢者保健福祉は，高齢者が社会の主体で

ある一員として，人権が保障され，生産性や

効率性を追求するのではなく，傷病や加齢に

伴う障害や不自由さを持とうとも，社会から

排斥されることなく，自尊心が守られ，その

人なりの発達や生き方を支え，保障される社

会を構築することが責務である．そのための

実践は，高齢者の内的要素と外的要素がもっ

エンパワメントの促進的側面を強化し，阻害

的側面の促進的作用への転換を図ることに他

ならない．

　1）家族関係における高齢者のエンパワメ

　　ントの視点

　高齢者が不安に思い悩むことがらには自分

の健康や死の問題，生活（経済的）問題，家

族関係がある50）とされる．従来，これらはわ

が国の伝統といわれてきた同居慣行という家

族規範のなかに包含されていた「老親扶養」

によって対処されていた．家族社会学の領域

として森岡らは「老親扶養は経済的援助に加

えて，保健欲求の充足に関する身辺介護，情

緒的欲求の充足にかんする情緒的援助が重要

な側面をなす」と論じ，さらに老親扶養のパ

ターンは，同居型老親扶養と近居型老親扶養

に分け「老親扶養には同居が最も機能的で，

近居はそれにっぎ，遠居では困難が最も大き

いといえる」51）と述べている．しかし，近年，

高齢者のいる世帯は，高齢化の伸展に伴い三

世代世帯が減少傾向にある一方，高齢者世帯

および単身世帯が増加に転じている．この傾

向は今後さらに進む52）と考えられている．ま

た，家族そのものにっいての解釈もフリード

マン（Friedman，　M．M．）が「家族とは，絆

を共有し，情緒的な親密さによって互いに結

びっいた，しかも，家族であると自覚してい

る，2人以上の成員である」53）と定義づけて

いるように伝統的な家族の条件は含まれてい

ない解釈もなされている．こうした変化のな

かでかっての家族規範は不明確になりつつあ

り，高齢期の家族生活の多様化という現状に

対して，家族に守られる，あるいは，家族に

含まれた存在として高齢者を捉える従来の視

点ではなく，個として存在する高齢者を捉え

ることが必要となってきている．このことは
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同時に，高齢者の家族が老親との向かい合い

に関わる考え方を主体的に発揮できるよう家

族もエンパワメントされることの必要性を意

味するといえる．

　一般社会あるいは地域では，ひとり暮らし

の高齢者は子どもと同居できない，あるいは

見捨てられた孤独な人と捉えられがちだが，

これは高齢者とその家族のエンパワメントに

向けては阻害的作用をもたらす側面である．

別に住む子ども家族と良好な関係を保ち，趣

味などの活動をいかして地域の人々と交流し

ながら，ひとり暮らしを楽しむ姿もある．反

対に，成人子と同居している場合では，多く

が成人子に扶養されているため，高齢者世帯，

単独世帯の高齢者に比べて不安に思い悩むこ

とがらが深刻ではないように思われがちだが，

高齢者が成人子家族に対する気兼ねのために，

自らの生活に対する考えを表明することや行

動に移すことに消極的だったり，成人子の意

向に任せるなど家族に依存している例や，家

族のなかで孤立している例もあるように，高

齢期の家族関係をステレオタイプ化して捉え

てはならないことが伺える．

　高齢者保健福祉に携わる専門職は，これら

の視点を実践基盤に据え，高齢者がもっ家族

との暮らし方を再構築する発達課題を含め，

主体的に自らの生活を考え生活者として子や

孫，兄弟姉妹，配偶者などの家族に限らずあ

らゆる人々とっながりをもちながら，生活資

源を活用していけるよう支援することが求め

られる．

　2）地域社会における高齢者のエンパワメ

　　ントの視点

　かっての地域社会は，地縁・血縁のもとに

結束し個人や家族では解決できないさまざま

な問題を解決する役割をはたしてきたが，こ

うした伝統的な地域での関係に対する閉塞感

が高まり，また，高度経済成長期の産業構造

化と農村から都市への人口移動により都市部

農村部ともに住民の地域への帰属意識が弱まっ

ていること，従来の相互扶助的な機能を公共

や民間のサービスが代替えするようになって

きたことなどから，個人と地域との関わりも

希薄化している．

　地域社会の変化のなかでの高齢者を取り巻

く社会システム環境について金子は，「『職業

集団』のみで個人をカバーすることに限界が

あることから，一地域社会との関係再構築が

個人にとって望まれる方向になること」『職

業集団』から「基本的に離脱した高齢者にとっ

ては，住縁である地域社会かまたは関心縁が

支える友人関係と団体・サークル関係にしか

活路を見いだせないこと」を指摘している54！

「老人の生活と意識に関する国際比較調査」

にみるようにわが国の比較的元気な高齢者は

「社会活動と対人関係」には消極的だが，「職

業生活」に対する意欲は高い傾向にあり，高

齢者の地域における社会参加のニーズは多様

化していることがわかる．したがって，個人

としての高齢者が主体的に社会参加するため

に，自らの意志によって新たな人間関係を形

成し，自らできること，やりたいことを成し

ていけるエンパワメントが自己実現の鍵とな

ると考える．併せて，比較的元気な高齢者に

対してもっと積極的な社会的，市民的活動が

自由にできる社会通念や社会システムの構築

が必要である．具体的には，①「年寄りの冷や

水」といった見方や，引退後は社会の表舞台に

出るべきでないなどの高齢者観の是正，②健

康管理，健康づくり支援の強化，③経済効率

を第一主義とする定年制度の見直し，④働く

ことを希望する者の働く場の確保，⑤長年の

人生経験を生かす場づくりなどが考えられる．

さらに，このような高齢期を自適に過ごすこ

とのできる地域社会づくりは高齢者だけに固

有の課題ではなく青年期，中年期から人生80

年を見通しての個人レベル，地域レベルの課

題であるという見方も大切である．

　地域において高齢者が介護を要する状態と

一112一



飯田女子短期大学紀要第20集（2003）

なろうとも，自立生活を営むための直接的要

件の整備もエンパワメントには必要である．

①在宅福祉サービスの整備，②住宅の整備と

移送サービスの整備，③近隣住民の参加によ

る福祉コミュニティの構築，④生活環境整備，

⑤経済的自立，をあげることができる．

　このような高齢者にとって生活しやすい地

域社会の構築は，地域住民全体のエンパワメ

ントの向上に合致したものであると考える．

5．ま　と　め

　高齢者保健福祉の究極の目的は，高齢期の

人々の主体形成を基本とする自己実現の確立

にある．それは社会の保健福祉の向上，個人

の生存的基本権および幸福追求権の保障を前

提とし，高齢者が自らの考えや立場を表明し，

生活に関わる課題を解決するための能力を発

揮することができるよう支援することにある．

　本稿では，保健福祉に共通するエパワメン

トを「対象者がもっ潜在・顕在する身体的，

精神的，社会的活動力を主体的自立的に発揮

し，もって生活の質の向上を図ることができ

るよう個人と社会資源（施策，制度，物的環

境マンパワー）が協働するプロセス」と捉

え，高齢者保健福祉におけるエンパワメント

の視点の明確化を試みた．

　高齢者のパワーには，高齢者の身体的，精

神的（知的）活動の状況に由来する「内的要

素」と，社会がもっ高齢者像，すなわち，生

活の場である家庭，地域社会での高齢者に対

する価値観を包含する「外的要素」とがあり，

相方の要素が複雑かっ多様に作用しあってい

る．「内的要素」と「外的要素」の各々がもつ

エンパワメントを促進させる側面と阻害させ

る側面を高齢者の個人の生活とその歴史，家

族，地域の状況から把握し，高齢者が自立性

と主体性を発揮できるよう高齢者を含む地域

住民と共に考え実践しようとする留意がエン

パワメントの視点である．

　高齢者保健福祉におけるエンパワメントは，

憲法第25条に示される生存権的基本権と，老

人福祉法および老人保健法における基本的理

念を全ての高齢者に保障するための実践であ

る．高齢者が主体性の具現化として，自らの

考えや立場をもち，自ら選択した目標に向け

行動できる力を健全に発揮するための専門的

支援の根底にはエンパワメントの視点の飽く

なき向上が求められる．

付記）本稿は平成14年度佛教大学社会学研究

科社会福祉学専攻修士論文の一部を再構成し

加筆したものである．
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